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第１ 鯖江市の森林・林業の現状と課題 

１ 国および県の情勢 

２ 鯖江市の現状と課題 
 

１ 国および県の情勢 

（１）日本の木材自給率 

令和６年の木材自給率は42.5％となりました。 

（２）森林・林業基本計画 

  令和３年、林野庁は、日本の森林・林業施策の基本方針を定める「森林・林

業基本計画」を新たに策定しました。 

  【基本的な方針】 

   〇資源の循環利用による林業の成長産業化 

   〇原木の安定供給体制の構築 

   〇木材産業の競争力強化と新たな木材需要の創出 

   〇林業および木材産業の成長産業化等による地方創出 

   〇地球温暖化対策、生物多様性保全への対応 

 ＜木材供給量の目標＞ 

                   （単位：百万㎥） 

  

令和元 

(実績) 

令和７ 

(目標) 

令和１２ 

（目標） 

木材供給量 31 40 42 

総需要量 82 87 87 

資料：「森林・林業基本計画」（令和３ (2021)年６月） 

 

（３）福井県の森林・林業の目指す方向 

平成２１年４月１日に「福井県森づくり条例」が施行されました。条例では、

県の責務として、森づくりに関する施策を策定し、実施することとし、市町や

森林所有者、森林組合、県民の役割として、県の施策に協力することなどと定

めています。 

福井県は、この条例に基づき令和７年３月に「ふくいの森林・林業の未来を

切り拓く基本計画」を策定しました。この計画では、「地域を支える、稼げる

林業」を基本理念とし、福井県独自の取組みとしてスタートした「Fukui Forest 

Design」を着実に進めることにより、山の価値を最大化し、「稼げる林業」と

「山村地域の活性化」を図ります。併せて、防災・減災対策の強化や天然更新

などの自然の力を活かした森づくりを引き続き進めることにより、「災害等に

強く、公益的機能を発揮する森づくり」を目指します。 
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２ 鯖江市の現状と課題 

（１）鯖江市の概況 

鯖江市は福井県のほぼ中央に位置し、北は福井市、南は越前市、東は福井市

と池田町、西は越前町に隣接しています。東西は 19.2ｋｍ、南北は 8.3ｋｍに

わたり、面積 8,459ｈaの行政区域を有しています。その内森林面積は約 37.2％

の 3,148ｈaを占め、その内訳は、民有林 3,131ｈa、国有林 17ｈaとなってい

ます。 

市のやや西部を南北に日野川が流れており、東方から西に流れる河和田川が、

南方から流れる鞍谷川と合流し浅水川となって、この日野川に合流しています。

東部は越前中央山地に三方を囲まれた盆地、中央部は西山（長泉山）を中心と

した丘陵地、西部は丹生山地に裾を広げる平野となっており、越前平野の一部

を形成しています。中央の丘陵地を中心に西は日野川から東に国道8号沿線にか

けて南北に市街地を形成しています。 

人口は ６８，０２６人（令和７年１０月１日現在）で、早い段階で都市のイ

ンフラや公共施設の整備が進み、住みやすく、働きやすい環境の下、人口が増

加していましたが、近年は高齢化が進み、人口が減少しています。 

〔鯖江市人口の推移〕 

平成２７年１０月１日 令和２年１０月１日 令和７年１０月１日 

６９，０３７人 ６９，３１３人 ６８，０２６人 

 

鯖江市は“ものづくり”産業のまちであり、国内9割、世界2割のシェアを誇

る“眼鏡産業”を始め、繊維王国福井の中核を担う“繊維産業”、１５００年

の伝統を誇る“漆器産業”の三大地場産業が地域を支えています。農業におい

ては、西部東部の米作地帯で土地基盤整備事業が完了し、暗渠排水による水田

の乾田化により水田の高度利用を図っています。産業別就業者数の推移では、

第1次産業に就業する人は減少の一途をたどっており、担い手の確保は大きな課

題です。職業人としての技術力の高い担い手と、市民ボランティアや余暇活動

として第１次産業に従事する担い手などの多様な担い手の確保が必要になって

きます。 

自然環境としては、東部地区の三里山が生物多様性を保全する上で重要な里

地里山として、「福井県重要里地里山」に選定されており、県域絶滅危惧種の

アオバズクやサンコウチョウなど29種が確認されています。また、中央地区の

中央部は西山公園、北部には大谷公園が身近に自然と触れ合える施設として整

備されています。西部地区の日野川から三床山付近では冬水たんぼが行われ、

コハクチョウが越冬地として利用しています。このほか弁財天山古墳群、三ツ

峰城址、文殊山などは歴史文化とともに身近な自然が楽しめます。河和田地区
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では、越前中央山地からなる上河内の山林から別司町にかけての河和田川流域

をオシドリが生息地として周年利用し、スギやマツの大径木を樹胴として利用

していることが確認されています。環境市民条例により、中山公園付近の金谷

川をゲンジボタル、別司町のオシドリの環境保全区域として設定しています。

他方、いずれの山際集落においても、イノシシやクマ等が出没するなど鳥獣被

害が発生しており、特に西部地区ではサルの被害が深刻化しています。また、

シカの被害も確認されており、今後も鳥獣害対策は大きな課題となって行くこ

とが予想されます。 

（２）鯖江市の森林・林業の現状と課題 

本市の森林は地域住民の生活に密着した里山から、林業生産活動が積極的に

実施されるべき人工林帯、さらには、奥地の広葉樹が林立する天然生の林分構

成になっています。特にスギを主体とした民有林の人工林の面積は2,127ｈaで

あり人工林率は67.9％になっています。しかし35年生以下の若い林分は229.2

ｈaで、人工林に占める割合は10.8％と少なく、今後は育成、間伐、主伐を適正

に実施し、主伐期に向け守り育てるから、上手に伐って使えるよう、生活者の

視点を取り込みつつ、価値の高い地域材の利用を推進していくことが重要にな

っています。 

また、森林に対する住民の意識・価値観が多様化し、求められる機能が多く

なっていることから地域ごとに以下のような課題があります。 

河和田地区は、周囲が山に囲まれた盆地で古くから地場産業の越前漆器が盛

んなところであり、また、林業も盛んな地域で「河和田杉」という名称で呼ば

れ、良質のスギの産地として知られています。これを利用していくため計画的

な育成、間伐、主伐を適正に実施していくことが重要となっています。「ラポ

ーゼかわだ」周辺は、自然環境に配慮しつつ、植栽、保育、改良等の人為的施

業を行い、多種多様な森林造成等を図ることにより、既存の体験滞在型施設と

一体となった「森林の自然と空間」を最大に考慮し、健康促進の場として推進

することが望まれています。 

東部地区の片上地区の文殊山周辺と北中山地区の三ツ峰については、森林空

間活用、森林浴、森林レクリエーション等保健機能の高い森林が多く、残在し

ている広葉樹林帯については、森林とのふれあいの場として活用が期待されて

います。北中山地区については、森林面積は556ｈaで人工林の面積は332ｈaで

あり、林齢５０年以上が多く計画的な保育よりも、間伐、主伐を適正に実施し

ていくためにも作業道の整備が急務となっています。 

西部地区および東部地区の三里山周辺は、鯖江市の中心部に近く、森林は地

域住民の生活に密着した里山が主で広葉樹の自然林が多く自然環境に適応した

整備が必要となります。 
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【河和田杉】 

材質が赤身で柾目が美しく、大径材生産で心去材（柱・桁用）と内装材に使わ

れています。 
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第２ 森林の整備に関する基本的な事項 

１．森林整備の基本方針 

２．森林施業の合理化に関する基本方針 

３．災害に強い森づくりの基本方針 

 
１ 森林整備の基本方針 

森林の整備に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮

させるため、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成

機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能および木

材等生産機能の7つの機能の充実と併存する機能の発揮に配慮しつつ、それぞれ

の森林が特に発揮することを期待されている機能に応じて、市内の森林を水源

涵養機能林、山地災害防止機能林、生活環境保全機能林、保健文化機能林、木

材生産機能林の5つに区分し、発揮を期待する機能に応じた適正な森林施業の実

施により、健全な森林資源の維持造成を図るものとします。 

（１）地域の目指すべき森林資源の姿 

発揮を期待する機能に応じた適正な森林整備および保全の確保に当り、森林

の有する７つの多面的機能を総合的かつ高度に発揮するうえで、望ましい森林

の姿については次のとおりです。なお、特に下記「木材等生産機能」の高い森

林においては、花粉発生源となるスギ等の人工林の伐採・利用や花粉の少ない

苗木等の導入を図るものとします。 

① 水源涵養機能 

  下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富ん

だ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を

促進する施設等が整備されている森林 

② 山地災害防止機能／土壌保全機能 

  下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生

とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、

必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

③ 快適環境形成機能 

  樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮へい能力が高く、諸被害に対する

抵抗性が高い森林
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④ 保健・レクリエーション機能 

  身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等

からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応

じて保健活動に適した施設が整備されている森林 

⑤ 文化機能 

  史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成して

いる森林であって、必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備され

ている森林 

⑥ 生物多様性保全機能 

  原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にま

たがり特有の生物が生育・生息する渓畔林 

⑦ 木材等生産機能 

  林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木によ

り構成され、成長量の高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備さ

れている森林 

 

片上地区、北中山地区、河和田地区や三里山などについては、水源涵養または

山地災害防止機能の維持増進を図るため、高齢級の森林への誘導や伐採による裸

地面積の縮小および分散を基本とした森林施業を推進します。また、森林の現況

などに応じて、計画的な育成、間伐、主伐を適正に実施し複層林、長伐期施業へ

の誘導・維持を主体とした森林施業を推進します。 

鯖江地区などについては、自然環境の保全を図るため、天然力の活用を基本と

した天然林施業を推進します。この場合、野生生物の生息地の減少・分断を防ぐ

ため、森林の連続性に配慮するものとします。 

鯖江地区や県立鯖江青年の家付近などの周辺の森林については、既存の体験滞

在型施設と一体となった「森林の自然と空間」を最大に考慮し、健康促進の場と

して景観を維持するため天然林の保全を推進します。 

河和田地区は、古くから地場産業の越前漆器が盛んであり、林業も「河和田杉」

という名称の、良質のスギの産地として知られています。こうしたことから、計

画的な育成、間伐、主伐を適正に実施していくことが重要で、木材の安定的生産、

森林資源の維持に留意し、適切な造林、保育および間伐の実施を推進します。ま

た、恵まれた自然環境を有し、地域の重要な観光資源としても位置づけられてい

ることから、森林整備を通じ積極的な活用を図ります。
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（２）森林の整備および保全の基本方針 

（ア）森林の整備および保全の基本的な考え方 

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性

の保全や近年の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の

変化も考慮しつつ、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な

森林資源の維持増進を推進するとともに、その状況を適確に把握するための

森林資源調査や森林の区域を明確にする森林 GIS の精度向上や効果的な活用

を図ることとします。 

具体的には、森林の有する各機能が発揮される場である「流域」を基本的

な単位として、森林の有する各機能を高度に発揮するため、併存する機能の

発揮に配慮しつつ、発揮を期待する機能に応じた整備および保全を行う観点

から、森林資源の状況、林道の整備状況、森林に関する自然的条件および社

会的要請を総合的に勘案し、それぞれの森林が特に発揮することを期待され

ている 7 つの多面的機能を重複する機能に応じて水源涵養機能林、山地災害

防止機能林、生活環境保全機能林、保健文化機能林および木材生産機能林の

5 つの区域に区分します。 

更に、森林の公益的機能の発揮を主目的とした「環境保全に適した森林」

と、木材の持続的な生産を主目的とした「資源の循環利用に適した森林」に

大別することとし、 

a 育成単層林における保育・間伐および主伐・再造林の積極的な推進  

b 人為と天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の積極的な整

備 

c 天然生林の適正な保全・管理 

d 保安林制度の適切な運用と山地災害等の防止対策の推進 

e 森林病害虫・野生鳥獣被害の防止対策の推進 

等により、発揮を期待する機能に応じた多様な森林の整備および保全を図る

こととします。 

また、効率的な森林施業や森林の適正な管理・経営に欠くことのできない施

設であり、農山村地域の振興にも資する林道等の整備を計画的に推進し、路網

と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムの普及およ

び定着を図るとともに、施業の集約化に努めるものとします。 

（イ）発揮を期待する機能に応じた森林区分ごとの整備および保全の方針 

① 水源涵養機能林 

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林および地域の用水源として

重要なため池、湧水池および渓流等の周辺に存する森林については、水源涵養

機能の維持増進を図る森林として整備および保全を推進します。 
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具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な

保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とする

とともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小および分散を図るもの

とします。また、自然条件や住民ニーズ等に応じ、天然力も活用した施業も推

進するものとします。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十分に発揮されるよ

う、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とします。 

② 山地災害防止機能林 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林等、土

砂の流出崩壊その他山地災害の防備を図る必要のある森林については、山地災

害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備および保全を推進

します。 

具体的には、災害に強い県土基盤を形成する観点から、地形、地質等の条件

を考慮した上で、林床の裸地化の縮小および回避を図る施業を推進するものと

します。また、自然条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業も推

進するものとします。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流

出防備等の機能が十分に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推

進するとともに、渓岸の浸食防止や山脚の固定等に必要な治山施設の設置を推

進することを基本とします。 

③ 生活環境保全機能林 

県民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉じん等の

影響を緩和する森林および森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧

害等の気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維

持増進を図る森林として整備および保全を推進します。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備

や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし樹種の多様性を増進

する施業や適切な保育・間伐等を推進します。 

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理および保全を推進

します。 

④ 保健文化機能林 

観光的に魅力のある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャ

ンプ場や森林公園等の施設を伴う森林等、住民の保健・教育的利用等に適した

森林、史跡名勝等の存在する森林、これらと一体となり優れた自然景観等を形

成する森林については、保健機能の維持増進を図る森林として整備および保全

を推進します。 
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具体的には、住民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や住民の

ニーズ等に応じ広葉樹の導入を図ることや、美的景観の維持・形成に配慮する

等の多様な森林整備を推進します。 

また、保健・風致の保存等のための保安林の指定やその適切な管理を推進す

るものとします。 

⑤ 木材生産機能林 

県民の生活に不可欠であり、再生可能資源としての重要性が高まりつつある

木材等の林産物を、持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健

全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な

造林、保育および間伐の実施を推進するものとします。この場合、施業の集約

化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とします。 

 

（参考）発揮を期待する機能に応じた森林区分ごとの整備推進方向 

項  目 
水源涵養機能林 

山地災害防止機能林 

生活環境保全機能林 

保健文化機能林 
木材生産機能林 

○基本方向 
・高齢級の森林への誘導および伐

採に伴う裸地面積の縮小・分散 

・自然環境等の保全・創出 

 

・効率的・効果的な木材資

源の活用 

○主な施業と誘導方

向 

 

 

 （育成単層林） 

・針葉樹単層林（緩傾斜、高成長

量）は適切な保育・間伐と伐期の

長期化を基本とした単層状態の森

林として育成・管理 

・針葉樹単層林（里山等の

緩傾斜、高成長量）は景観

等への影響を配慮した適

切な保育・間伐を基本とし

て単層状態の森林として

育成・管理 

 

・針葉樹単層林（緩傾斜、

高成長量）は適切な保育・

間伐と多様な伐期による伐

採と植栽での確実な更新を

図り、単層状態の森林とし

て育成・管理 

 （育成複層林） 

・針葉樹単層林は、群状・帯状の

伐採や択伐を基本に、状況に応じ

て択伐や天然力を活用した広葉樹

導入による針広混交の複層状態の

森林へ誘導 

・保安林等の天然生林は更新補助

等により複層状態の森林として育

成・管理 

・都市近郊や里山林等は、

広葉樹導入による針広混

交の複層状態の森林へ誘

導 

・針葉樹単層林は、群状・

帯状の伐採や択伐等により

多様な林齢・齢級の林木を

有する複層状態の森林へ誘

導 

・針葉樹単層林に介在し、

継続的な資源利用が見込ま

れる広葉樹林等は、更新補

助等により複層状態の森林

へ誘導 

 （天然生林） 

・主として天然力を活用し、状況

に応じて更新補助などにより適切

に保全・管理 

・原生的な自然や貴重な野  

生生物の生育・生息地であ

る森林をはじめ、すぐれた

自然を構成する森林は必

要に応じ植生の復元を図

るなど適切に保全・管理 

・尾根筋や沢筋、原木生産

等の資源利用に適した森

林等については、主として

天然力を活用し、必要に応

じ更新補助などにより適

切に保全・管理 
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（ウ）環境保全に適した森林および資源の循環利用に適した森林と発揮を期待す

る機能に応じた森林との関係 

① 環境保全に適した森林 

・発揮を期待する機能に応じた森林区分のうち、木材生産機能林、水源涵養

機能林、山地災害防止機能林で、次の事項の資源の循環利用に適した森林を

除いた森林 

・発揮を期待する機能に応じた森林区分のうち、生活環境保全機能林、保健

文化機能林 

② 資源の循環利用に適した森林 

  木材持続的な生産を主目的とする次の基準（目安）をすべて満たす人工林 

  ・標高 800m 未満（スギの場合。樹種により異なる。） 

  ・傾斜 30 度未満 

  ・林道からの距離 300m 未満 

  ・普通林または禁伐・択伐の指定がない制限林 

  ※ただし、上記以外でも生育状況がよく、林道から近い森林は「資源の循

環利用に適した森林」としていきます。 

（参考）各区分の区域の考え方 

２ 森林施業の合理化に関する基本方針 

本市の森林所有形態は、小規模分散型であるため森林所有者、森林組合等の関

係者の合意形成を図りつつ、森林施業を集約化し、林業従事者の確保・育成、林

業機械化の促進および県産材の流通・加工体制の整備等を総合的に推進します。 

区分 
発揮を期待する機能に応じた森林 

（公益的機能等森林） 
森林の有する機能 

環境保全 

に適した

森林 

・木材生産機能林 ・主として木材生産機能の維持発揮を図る森林 

・水源涵養機能林 ・主として水源涵養機能の維持発揮を図る森林 

・山地災害防止機能林 
・主として山地災害防止／土壌保全機能の維持発揮

を図る森林 

・生活環境保全機能林 ・主として快適環境形成機能の維持発揮を図る森林 

・保健文化機能林 

・主として保健・レクリエーション機能の維持発揮を図

る森林 

・主として文化機能の維持発揮を図る森林 

・主として生物多様性保全機能の維持発揮を図る森

林 

資源の循

環利用に

適した森

林 

 

・主として木材生産機能の維持発揮を図る森林 

（必要に応じ公益的機能の確保に留意する） 
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３ 災害に強い森づくりの基本方針 

平成１６年に発生した福井豪雨の教訓を生かし、市民生活の安全を確保する観

点から、災害に強い森づくりのための森林施業を積極的に推進します。 

具体的には、次の項目に留意し、森林整備を進めるものとします。 

① 草地等未立木地における森林の造成促進 

② 生育不良な林分における林相の改良 

③ スギ等人工林における間伐等の実施を通じた根茎発達の促進や広葉樹等

の下層植生の充実の推進 

また、土石流に伴い発生する流木を防止するため、次の項目に留意し、森林管

理に努めるものとします。 

① 渓畔部における立木の根張りの発達促進のための間伐等の推進 

② 河川、渓流部の間伐の処理方法 

③ 豪雨時の洪水水位以下の区域への植栽の回避 
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第３ 森林整備の方法に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項 

（間伐に関する事項を除く。） 

２ 造林に関する事項 

３ 間伐を実施すべき標準的な材齢、間伐および保育の標

準的な方法その他間伐および保育の基準 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

５ 委託を受けて行う森林の施業または経営の実施、森林

施業の共同化の促進に関する事項 

６ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備

に関する事項 

７ その他森林整備の方法に関し必要な事項 

 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

（１）樹種別の立木の標準伐期齢 

標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標である標準伐期齢は、下記

のとおりとします。 

標準伐期齢は標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定める

ものですが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を義務付けるものではあ

りません。 

また、病虫害等の被害地等での伐採や目的とする材の用途により、標準伐期

齢に満たない林齢で主伐する場合には、当該森林の自然条件や公益的機能の発

揮の必要度、伐採の目的などを勘案して適否を判断します。また、成長等の特

性に優れた特定苗木などが調達可能となった場合は、その特性に応じた標準伐

期齢の設定を検討していくものとします。 

単位（伐期齢：年） 

地 区      樹 種             

スギ   ヒノキ マツ   ブﾅ・ﾐズﾅﾗ ケヤキ その他広葉樹 

鯖江市全域 
  ４０   ４５   ４０   ６５ １００以上   ２５ 
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（２）立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

立木を伐採（主伐）する場合においては、「主伐時における伐採・搬出指針」

（令和 3 年 3 月 16 日付け 2 林整政第 1157 号）および「伐採作業と造林作業の

連携等に関するガイドライン」（令和３年３月３１日付け県材第 209 号）を考

慮しながら、森林の有する多面的機能の維持増進を基本とし、次に示す施業の

方法に従って適切に行うものとします。 

立木竹伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立

木地）が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、

皆伐または択伐によるものとします。 

【皆伐】 

皆伐については、主伐のうち択伐以外とします。 

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件および公益的機能の確保の

必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、1 箇所当たりの伐採面積の規模および

伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおお

むね 20ha ごとに保残帯を設けて適切な更新を図るものとします。 

〔皆伐のイメージ図〕 

 

【択伐】 

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採す

る方法で、単木・帯状または樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等

な割合で行うものとします。 

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分

構造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、原則として材積伐採率を

30％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては 40％以下）とし、適切な更

新を図ります。 
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〔択伐イメージ図〕 

 

 

 なお、立木の伐採の標準的な方法を進めるに当たっては、以下の a)から f)まで

に留意します。 

a) 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木

について保残等に努めるものとします。 

b) 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することのないよ

う、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保するものとします。 

c) 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定

め、その方法を勘案して伐採を行うものとします。特に、伐採後の更新を

天然更新による場合は、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等

に配慮する。 

d) スギ等の人工林については、今後の花粉の飛散を抑制していくため、伐

採後は花粉の少ない苗木等による植え替えや広葉樹の導入を図るものとし

ます。 

e) 林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維

持および渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置する。 

f) 流路化・泥濘化の防止、枝条・残材の整理、集材路の整理等、適切な森

林の保全措置を講ずるものとする。
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（参考） 

① 育成単層林施業 

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系からみて、人工造林または

萌芽更新により高い林地生産力が期待される森林および森林の有する公益的機

能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林については、次の事項

に留意の上、実施するものとします。 

（ア）主伐に当たっては、自然的条件および公益的機能の発揮に対する影響度

を踏まえ、1 箇所当たりの伐採面積はおおむね 20ｈa 以内とするととも

に、伐採箇所の分散に配慮し、適切な更新を図ります。 

（イ）主伐の時期については高齢級の人工造林が急増する等を踏まえ、公益的

機能の発揮との調和に配慮しつつ、木材等資源の安定的かつ効率的な循

環・利用を考慮し、森林構成等を踏まえ、多様化、長期化を図ることと

し多様な木材需要に応じた林齢で伐採します。 

② 育成複層林施業 

間伐、択伐等により部分的に伐採し、複数の層を構成する森林です。 

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系からみて、人為と天然力の

適切な組み合わせにより、複数の樹冠層を構成する森林として成立し、森林の

諸機能の維持増進が図られる森林について、次の事項に留意の上、実施するも

のとします。 

（ア）松くい虫被害林（アカマツ・クロマツ林） 

松くい虫による被害林を対象とし、被害林の伐倒駆除を実施し、更新は

天然更新を主体とするものとします。 

（イ）天然生広葉樹林 

ブナ、ミズナラ等を主体とした天然林において、過熟な材木を対象に伐

採し、森林の若返りを図り、活力ある森林へ誘導します。 

また、生育途上にある森林であっても、有用な樹木を主体に生育条件の

改善のために不用木を伐採し、複層林へ誘導するものとします。 

（ウ）短期二段林 

水源涵養機能林などで、森林の諸機能の維持増進をより図らなければな

らないスギ、ヒノキを対象に、主伐の数年から数十年に利用径級に達した

立木を伐採し、下層に造林して短期二段林へ誘導するものとします。 

なお、冠雪害等気象災害によって生じた被害木は伐採するとともに、生

じた林孔へ造林し、モザイク的伐採林へと誘導するものとします。 
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（エ）針広混交林 

山地災害防止機能林などで、森林の諸機能の維持増進をより図らなけれ

ばならないスギ、ヒノキを対象に、段階的に立木を伐採し、下層に高木性

広葉樹を植栽や天然更新などで複層林へ誘導するものとします。 

③ 天然生林施業 

主として天然力の活用により、成立させ維持する森林 

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然

力を活用することにより、適確な更新および森林の諸機能の維持増進が図られ

る森林については、天然下種更新や地かき処理といった更新補助作業を行うこ

ととします。この場合の１箇所当たりの伐採面積および伐採箇所は育成複層林

に準じるが、更新を確保するための伐区の形状、母樹の保存等について配慮す

るものとします。 

（３）その他必要な事項 

主伐期を迎える人工林（9齢級：４１年生以上）が人工林全体の80％を越える

ことから、計画的かつ効率的な伐採を推進します。 

 

２ 造林に関する事項 

（１）人工造林に関する事項 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的

機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、山ぎわなど

の木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する

森林において行うこととします。 

①  人工造林の対象樹種 

人工造林の植栽にかかる樹種については、スギは沢沿いから斜面下部（南斜

面の乾燥した土壌を除く）、ヒノキは斜面中から上部を基本として選定すると

ともに、本市の気候に適し、成長に優れかつ花粉の少ない苗木の確保を図るた

め、その増加に努めるものとします。 

〔人工造林の対象樹種〕 

区    分 樹種名（針葉樹） 樹種名（広葉樹） 

人工造林対象樹種 スギ、ヒノキ、アカマツ カシ、クヌギ、ナラ類、ケヤキ等 

（注）アカマツを植栽する場合は、松くい虫に対する抵抗性のある品質に限り

ます。上記に定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、在来

種を中心に選定し、林業普及指導員または市の林務担当部局とも相談の上、

適切な樹種を選択すべきものとし、造林用苗木は品種系統の明確な優良苗
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木を用いることとし、加えて花粉の少ない森林への転換を図るため、各種

花粉の少ない苗木の植栽、針広混交林への誘導等に努めることとします。 

② 人工造林の標準的な方法に関する指針 

ア 人工造林の植栽本数 

主要樹種における1ｈa当たりの植栽本数は、下表を標準として既往の植栽

本数、生産目標および施業体系や社会的要請を勘案して幅広く定めることと

します。 

〔人工造林の樹種別、仕立ての方法別植栽本数〕 

樹 種 標準的な植栽本数（本／ha） 

ス ギ ２，０００～２,５００ 

ヒノキ ２，０００～２,５００ 

広葉樹 ２,５００～１０,０００ 

（注）なお、植栽本数の決定に当たり、植栽・保育経費の低減を図

る場合等ここで示す植栽本数から大幅に異なる場合は、林業

普及指導員等と相談の上、目的に応じた適切な本数とするも

のとします。  

イ 人工造林の標準的な方法の指針 

 (ア) 地拵えの方法 

地形に合わせ、全刈り筋置き地拵えまたは、雪害防止と地力維持を図る

ための地拵え（階段切等）を行うものとします。 

 (イ) 植付け方法 

雪害防止と機械下刈りを目的とした長方形植えまたは三角植えとします。

また、植付けに当たり、根の乾燥を防ぐとともに、細根を四方に広げたて

いねい植えとします。なお、植付け時期は、10月～11月の秋植えまたは、4

月の春植えとし、早春のフェ－ン現象時は、植付けを避けるものとします。 

コンテナ苗についても根鉢の乾燥を避けるよう取り扱うとともに、植栽

に当たっては、深植に注意し、根鉢と植穴に土を被せ空隙が生じないよう

に植穴の外周から内側に向けて軽く踏み、根鉢の上面より１～２㎝程度の

高さが植付後の水平面となるように土を寄せておくなど根鉢と土壌を十分

に密着することとします。 

（ウ） その他 

木材の持続的な生産を主目的とした資源の循環利用に適した森林につい

ては、特にコンテナ苗等の活用や伐採と造林の一貫作業システム、低密度

植栽の導入に努めるものとします。 
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③ 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林の有する公益的機能の維持および早期回復ならびに森林資源の積極的な

造成を図る観点から、皆伐による伐採に係るものについては、当該伐採が終了

した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、２年以内に更新を完了するも

のとします。 

また、択伐による伐採に係るものについては、伐採による森林の公益的機能

への影響を考慮し、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、

５年を超えないものとします。 

（２）天然更新に関する事項 

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現

況、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主とし

て天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行います。  

① 天然更新の対象樹種 

天然更新の樹種の選定に当たっては、福井県天然更新完了基準（令和４年９

月改訂）に例示されている高木性の在来樹種とします。なお、福井県天然更新

完了基準で定めた群状伐採および帯状伐採に該当する場合は、同完了基準で同

様に例示されている一部の小高木等についても更新対象樹種に含めることがで

きます。 

 

〔天然更新の対象樹種〕 

天然更新の対象樹種 
カシ類、ナラ類、ブナ類、ハンノキ類、サクラ類、 

カエデ類等高木性の樹種 

 萌芽による
更新が可能
な樹種 

クリ、カシ類、ナラ類、カエデ類 

カツラ、シナノキ、ホオノキ、ハリギリ 

 

② 天然更新の標準的な方法 

萌芽更新については、伐採後５年後以内に福井県天然更新完了基準に基づき

更新状況の確認を行うこととし、当該萌芽の優劣が明らかとなる５年目頃に、

根または地際部から発生している萌芽を1株当たりの仕立て本数3本～5本を目

安として、芽かきを行うこととします。 

天然下種更新については、笹や粗腐食の堆積等により更新が阻害されている

箇所では、末木枝条類の除去あるいは、かき起しを行うこととします。また、

発生した稚幼樹の生育を促進するための刈出しを行うほか、更新の不十分な箇

所には、植込みを行うことで天然下種更新を確実に行うよう努めることとしま

す。 
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天然更新による標準的な天然更新補助作業の標準的な方法は次表に示すとお

りとします。   

        〔天然更新補助作業の標準的な方法〕 

区 分 標準的な方法 

地表処理  笹や粗腐食の堆積により、更新が阻害されている箇所につい

ては、かき起し等を行い、種子の定着および発育の促進を図る

ものとする。 

刈り出し  稚樹の生育が笹などの下層植生によって阻害される箇所に

ついては、稚樹の周囲を刈り払い、成長促進を図るものとする。 

植え込み  更新の不十分な箇所については、経営目標等に適した樹種を

選定して植え込みを行うものとする。 

芽かき  萌芽更新を行った箇所において、目的樹種の発生状況により必要に応じ

て優良芽を 1 株当り 3～5 本残すものとし、それ以外のものをかきとる。 

③ 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

天然更新によるものについては、原則として、伐採後おおむね 5 年を超えな

い期間を目安として定めるものとします。 

④ 天然更新完了確認 

天然更新完了した状態とは、5 年生の天然更新対象樹種の期待成立本数

10,000 本／ｈa とし、その立木度 3 以上の状態（天然更新すべき立木の本数

3,000 本／ｈa 以上）を基準とします。 

天然更新の完了確認は、福井県天然更新完了基準に基づく更新状況の確認を

行い、更新が完了していない場合は、植栽または追加的な更新補助作業を実施

し、確実な更新を図るものとします。 

（３）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

種子を供給する母樹が存しない森林や天然稚樹の生育が期待できない森林等、

天然力による更新が期待されない森林、または周辺の伐採跡地の天然更新の状

況から見て更新が図られない地域については、原則として、個々にその森林を

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として特定するものとします。 

なお、人工林伐採跡地や未立木地、森林の早期回復に対する社会的要請があ

る植栽未済地にあっては、現場の状況に応じて、植栽による更新を進めるもの

とします。 

① 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

 現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象

地の斜面上方や周囲 100m 以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森

林とします。 

 ただし、第 5 の 1 の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の

設置が見込まれるものは除くものとします。 

② 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 



  
20 

 

  

森林の区域 備   考 

１～６６林班 

 

①天然稚樹の育成が期待できない森林。 

②斜面が急で崩壊の危険性のある森林。 

③ニホンジカ等による重大な食害が危惧される森林。 

④森林の早期回復に対する地域住民の要請の高い森林。 

（注）人工林択伐地であって複層林や針広混交林に誘導する森林や、電力会社に

よる送電線下の伐採については、現地の状況に応じて天然更新を認めるもの

とします。なお、天然更新が完了していないと判断される場合は、植栽等に

よる更新を行うものとします。 

（４）森林法第 10 条の 9 第 4 項の伐採の中止または造林の命令の基準 

森林法第 10 条の 9 第 4 項の伐採の中止または造林の命令の基準については、

次のとおりとします。 

① 更新に係る対象樹種 

・人工造林の場合  ２の（１）の①による 

・天然更新の場合  ２の（２）の①による 

② 生育し得る最大の立木の本数として想定される本数 

２の（２）の④ 天然更新の対象樹種の期待成立本数による。 

 

３ 間伐を実施すべき標準的な材齢、間伐および保育の標準的な方法その他間伐

および保育の基準 

間伐および保育は、これまで造成されてきた人工林を健全な状態に維持して

いく上で必要不可欠な作業です。若齢の林分では間伐および保育が十分に実施

されていない状況にあることから、間伐および保育作業については、適切な時

期および方法により実施されるよう、計画的かつ積極的に推進していきます。 

（１）間伐を実施すべき標準的な林齢および間伐の標準的な方法 

森林の立木の生育の促進ならびに林分の健全化および利用価値の向上を図る

ため、下表に示す内容を標準とし、既往における間伐の方法を勘案して、林木

の競合状態等に応じた間伐の開始時期、繰り返し期間、間伐率、間伐木の選定

方法その他必要な事項を定めるものとする。また、施業の省力化・効率化の観

点から、「環境保全に適した森林」を中心に列状間伐の導入に努めるものとす

る。 

植栽本数を低減した森林においては、地位級や樹冠のうっ閉状況、樹高成長

量等を考慮し、目標林型に応じて、必要な間伐を実施するものとする。 
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地位 間伐回数 
スギ、ヒノキ（2,500 本/ha 植栽） 

林齢

(年) 
樹高（m） 間伐率（％） 伐採後の成立本数 

上 

（自然枯死）    （２，３００） 

初回 １５ ８ １０ ２，１００ 

２回目 ２０ １１ １４ １，８００ 

３回目 ２５ １４ １７ １，５００ 

４回目 ３０ １６ ２７ １，１００ 

５回目 ３５ １８ ２７ ８００ 

６回目 ４５ ２２ ２５ ６００ 

（７回目） ６０ ２６ １７ ５００ 

（８回目） ８０ ３１ ２０ ４００ 

中 

（自然枯死）    （２，０００） 

（除伐） １２ ５ ２０ １，６５０ 

１回目 ２８ １１ ２７ １，２００ 

２回目 ４３ １６ ３６ ７７０ 

（３回目） ６０ ２１ ３０ ５４０ 

（４回目） ８０ ２４ ２６ ４００ 

下 

（自然枯死）     

１回目 ２８ ６ ２３ １，６５０ 

２回目 ４３ １２ ３６ １，０５０ 

（３回目） ６０ １３ ３０ ７５０ 

（４回目） ８０ ２６ ２６ ５５０ 

間伐木の 

選定方法 

間伐木の選定は、林分構造の適正化を図るよう形質不

良木等を主として、上記の間伐率を目標とする。 

※（ ）書きは、大径材を生産する場合の高齢級間伐を示す。 

※地位の上中下はそれぞれ特Ⅰ等地、Ⅱ等地、Ⅳ等地を示す。 

※材積に係る間伐率は 35％以下とする。 

林分の生育状況により判断するが、平均的な間伐の実施時期の間隔年数につ

いては次の表を参考に決定します。 

〔平均的な間伐の実施時期の間隔年数〕 

標準伐期齢未満（人工植栽によるもので樹種を問わない） おおむね１０年 

標準伐期齢以上（人工植栽によるもので樹種を問わない） おおむね１５年 
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（２）保育の作業種別の標準的な方法 

森林の立木の生育の促進および林分の健全化を図るため、下表に示す内容を

基礎とし、既往の保育の方法を勘案して、時期、回数、作業方法その他必要な

事項を定めるものとします。 

 

作業種 林齢 回数 備考 

根踏み ２年生 １回 

 融雪直後に植栽木（根浮）の

根もとに土をかけてよく踏み固

める。 

下刈り ２年生から ７～８回 

 年１回を原則とするが、雑草

繁茂の著しいところでは、２回

刈りを実施する。 

２回刈りは１回目６月、２回

目８月中を標準とする。 

※４回目（または４年目）以降

の下刈りについては雑草木や植

栽木の生育状況により必要性を

検討したうえで実施 

雪起し ３年生から ８～１０回 融雪後直ちに実施する。 

つる切り ９年生から ２回 

下刈り終了後、つる類の班も

状況に応じ、除伐時に合わせて

行う等、適切に実施する。 

除伐 ９年生から ２回 

生育が阻害されている箇所お

よび阻害されるおそれのある箇

所を対象に実施する。 

枝打ち 
１３、１７、２１、

２５、３０年生 
５回 

１３年生頃から実施し、伐採

１０年までに完了する。 

注）この標準表は、主たる保育作業の一般的な目安を示したものであり

実行に当たっては画一的に行うことなく植栽木の生育状況、現地の

実態、自然条件等に即した効果的な作業時期、回数、方法等を十分検

討のうえ適切に実行するものとします。 

（３）その他必要な事項 

除伐、間伐については、山ぎわ地域を重点的に進め、目的外樹種であっても

その育成状況、公益的機能の発揮および将来の利用価値を勘案して、有用なも

のは保存し育成するものとします。 
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４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

公益的機能別施業森林等については、森林の有する公益的機能の別に応じて「公

益的機能別施業森林」と「木材等生産機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林」に区分するものとします。 

ただし、各機能が重複する場合は、それぞれの機能の発揮に支障がないような

施業方法とするともに、その区域が分かるよう明示します。 

なお、森林の有する機能別の森林の所在、森林資源の構成、森林に対する社会

的要請等を勘案し、公益的機能別施業森林等の区域および公益的機能別施業森林

等における施業の方法を定めるものとします。 

（１）公益的機能別施業森林の区域および当該区域における施業の方法 

公益的機能別施業森林は、森林の有する公益的機能に応じ、当該森林の維持

増進を図るための森林施業を推進すべき森林であり、地域森林計画で定められ

た公益的機能別施業森林の整備に関する事項に基づき、第２の１に示す森林の

区域を定めます。 

① 水源涵養機能林（水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林） 

・区域の設定 

水源涵養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位

置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水池、渓流

等の周辺に存する森林、水源涵養機能の評価区分が高い森林など、水源涵養

機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別表１により定め

ます。 

・施業の方法 

良質な水の安定供給を確保する観点から、高齢級の森林への誘導や伐採に

伴う裸地面積の縮小および分散を基本とする施業を推進します。 

具体的には育成複層林施業を積極的に推進するほか、更新時に留意し、1

箇所当たりの伐採面積の縮小および分散ならびに伐採年齢の延長を図るもの

とします。 

森林の区域については、別表２により定めます。 

② 山地災害防止機能林（土地に関する災害の防止および土壌の保全の機能の

維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林）、生活環境保全機能林（快

適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林）

または保健文化機能林（保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林） 
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・区域の設定 

次の a）～c）の森林など、土地に関する災害の防止および土壌の保全の機

能、快適な環境の形成の機能または保健文化機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林を別表１により定めます。 

a）土地に関する災害の防止および土壌の保全の機能の維持増進を図る森林 

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防

止保安林、砂防指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により

人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、山地災害防止機能の評価

区分が高い森林等 

b）快適な環境の形成の機能の維持増進を図る森林 

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、風害防備保安林、雪害防備保安林、

霧害防備保安林、防火保安林や市民の日常生活に密接な関わりを持ち、塵

等の影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い

森林、生活環境保全機能の評価区分が高い森林等 

c）保健文化機能の維持増進を図る森林 

保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域および特

別緑 地保全地域、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定

する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・森林公園等の施設を伴

う森林などの市民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体とな

り優れた自然環境等を形成する森林、保健文化機能の評価区分が高い森林

等 

・施業の方法 

施業の方法として、地形、地質等の条件を考慮した上で、伐採に伴って発

生する裸地化の縮小ならびに回避を図るとともに天然力も活用した施業、風

や騒音等の防備や大気の浄化のための有効な森林の構成の維持を図るための

施業、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的

景観の維持・形成に配慮した施業を推進します。このため、次の a）～c）の

森林のうち、これらの公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推

進すべき森林については、択伐による複層林施業を推進するものとし、それ

以外の森林については、択伐以外の方法による複層林施業を推進します。 

a）地形の傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点をもっている箇所または山

腹の凹曲部等地表地下水、地中水の集中流下する部分をもっている箇所、

地質が基岩の風化が異常に進んだ箇所、基岩の節理または片理が著しく

進んだ箇所、破砕帯または断層線上にある箇所、流れ盤となっている箇

所、土壌等が火山灰地帯等で、表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い土
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壌から成っている箇所、土層内に異常な帯水層がある箇所、石礫地から

成っている箇所、表土が薄く乾性な土壌から成っている箇所等の森林等 

b）都市近郊林等に所在する森林であって、郷土樹種を中心とした安定した

林相をなしている森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構

成する森林、気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林等 

c）湖沼、渓流等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅葉

等の優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるも

の、ハイキング、キャンプ場等の保健・文化・教育的利用の場として特

に利用されている森林のうち、保健・レクリエーション機能および文化

機能の発揮が特に求められる森林等 

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれら

の機能の確保ができる森林は長伐期施業を推進すべき森林として定めるも

のとし、主伐の時期を標準伐期齢のおおむね 2 倍以上とするとともに、伐

採に伴って発生する裸地の縮小および分散を図ります。 

なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

のうち、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた

森林の維持または造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を

行うことが必要な場合には、これを推進します。 

それぞれの森林の区域については、別表２により定めます。 

（ア）長伐期施業を推進すべき森林 

長伐期施業は、公益的機能をより高度に発揮させるとともに、大径材の

生産を目標とし、原則として伐採の時期は標準伐期齢のおおむね 2 倍の林

齢以上の時期とする。林木の成長による過密化に伴う林内相対照度の低下

を、防止して下層植生を適正に維持するため、適切に間伐を実施すること

とするが、立木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防止するため、一定

の蓄積を維持できるよう成長量相当分を間伐として伐採します。 

〔長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限〕 

区 域 
樹 種 

ス ギ ヒノキ 

山地災害防止機能林、生活環境保

全機能林、保健文化機能林のうち、

長伐期施業を推進すべき森林 

おおむね８０年 おおむね９０年 

（イ）複層林施業を推進すべき森林 

複層林の造成に当たっては、当該森林の林齢が標準伐期齢に達した森林

について、伐採を実施して下層木の植栽、または天然更新により実施しま

す。 
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主伐後の伐採跡地については、早期更新を確保するため、伐採が終了し

た日を含む伐採年度（毎年４月１日から翌年３月３１日までをいう。）の

翌伐採年度の初日から起算して２年以内に、本計画において定める標準的

な本数を基準とし、伐採に係る伐採材積の比率に応じて植栽します。なお、

天然更新を選択した場合は、伐採を終了した日を含む伐採年度の翌伐採年

度の初日から起算して５年を経過する日までに更新の完了を確認します。

また、更新が未了と判断される場合にあっては７年を経過する日までに追

加的な天然更新補助作業または植栽を実施します。 

造林樹種については、本計画において人工造林すべき樹種を主体として

定めます。 

また、複層林の造成後は、上層木の成長に伴って林内相対照度が低下し、

下層木の成長が抑制されることから、下層木の適確な生育を確保するため、

適時に間伐を実施することが必要であるが、この場合上層木の伐り過ぎに

よる公益的機能の低下を防止するため、一定の蓄積が常に維持されます。 

（ウ）択伐による複層林施業を推進すべき森林 

（イ）の方法に加えて、択伐の程度については景観の維持や保健・文化・

教育的利用、生活環境保全機能の特質を阻害しない範囲とするが、適切な

伐区の形状・配置、保護樹林帯の設置により当該機能の確保ができる場合

は帯状伐採等の小面積皆伐によるものとします。 ただし、材積伐採率につ

いてはいずれも 30％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては 40％

以下）とします。 

（エ）特定広葉樹育成施業を推進すべき森林 

特定広葉樹は、現存樹種を主体として、地域独自の景観、多様な生物の

生息・生育環境を形成する森林を構成する樹種を指定します。 

特定広葉樹の立木の伐採については、常に特定広葉樹の立木の蓄積が維

持される範囲において行います。特定広葉樹以外の立木については、特定

広葉樹が優勢となる森林を造成し、またはその状態を維持するため、伐採

を促進します。 

天然更新に必要な母樹のない森林など植栽によらなければ特定広葉樹の

立木の適切な生育を確保することが困難な森林の伐採跡地には、適確な本

数の特定広葉樹を植栽し、また、天然更新が見込まれる場合においても、

特定広葉樹の適切な更新を図るため必要に応じ刈り出し、植込み等の更新

補助作業を行います。 

特定広葉樹の適切な生育に必要な芽かき、下刈り、除伐等の保育を実施

することとし、特にタケの侵入により特定広葉樹の生育が妨げられている

森林については、継続的なタケの除去を行います。 
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（２）木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

および当該区域における森林施業の方法 

・区域の設定 

材木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な

森林、木材の生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体として

森林施業を行うことが適当と認められる森林について、木材の生産機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別表１により定めます。 

また、当該区域のうち、林地生産力や傾斜等の自然条件、林道からの距離

等の社会的条件において施業が有利な地域においては、「特に効率的な施業

が可能な森林の区域」として同様に定めます。 

ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は「特に効率的な施業が可能な

森林」から除外されるものとする。 

(ア) 現況が広葉樹林等で、植栽によらず適確な更新が可能な森林 

(イ) 送電線下の線下伐採等、公共インフラの用に供する森林 

(ウ) 字県有林等で分収造林契約等により施業方法が定められている森林 

(エ) 現況は人工林であるが、個別の現地確認により植栽によらず適確な更

新が可能である旨、鯖江市が判断した森林 

・施業の方法 

木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応

じた主伐の時期および方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育

および間伐等を推進することを基本とし、特に山ぎわを中心とした森林施業

の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進するものと

します。 

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、

原則として、皆伐後には植栽による更新を行うものとします。 
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【別表１】 

区 分 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵養の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

【概要図参照】 2961.45 

  

土地に関する災害の

防止および土壌の保

全の機能、快適な環

境の形成の機能また

は保健文化機能の維

持増進を図るための

森林施施業を推進す

べき森林 

 

 

 

 

 

土地に関する災害

の防止、土壌の保全

の機能の維持増進

を図るための森林

施業を推進すべき

森林 

【概要図参照】 401.86 

  

  

  

快適な環境の形成

の維持増進を図る

ための森林施業を

推進すべき森林 

－ － 

  

  

保健文化機能の維

持増進を図るため

の森林施業を推進

すべき森林 

【概要図参照】 

 

170.01 

 

木材の生産機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林 

【概要図参照】 2117.41 

 特に効率的な施業

が可能な森林 

【概要図参照】 579.88  
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【別表２】 

区 分 施業の方法 森林の区域 面積

（ha） 

水源の涵養の機能の維

持増進を図るための森

林施業を推進すべき森

林 

伐期の延長を推進すべ

き森林 

【概要図参照】 2455.23 

   

長伐期施業を推進すべ

き森林 

上河内 83 字 21 外 29 

上河内 84 字 55 外 2 

506.22 

 上河内 81 字 41 外 17  

 上河内 82 字 41 外 9 

上河内 80 字 19 外 31 

上河内 78 字 35 外 30 

上河内 92 字 16 外 32 

尾花 43 字 10 外 9 

 

土地に関する災害の防

止および土壌の保全の

機能、快適な環境の形

成の機能または保健文

化機能の維持増進を図

るための森林施業を推

進すべき森林 

長伐期施業を推進すべ

き森林 

尾花 45 字 19 外 28 21.37 

 尾花 53 字 21 外 5 

尾花 54 字 14 外 12 

 

複
層
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林 

複層林施業を推

進すべき森林

（択伐によるも

のを除く) 

【概要図参照】 170.01 

   

択伐による複層

林施業を推進す

べき森林 

【概要図参照】 380.49 

   

 

５ 委託を受けて行う森林の施業または経営の実施、森林施業の共同化の促進に

関する事項 

（１）森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大および森林施業

の共同化に関する方針  

①  森林組合等による森林施業受委託の促進  

不在村森林所有者の増加および森林所有者の高齢化が進んでいる

地域等にあっては、森林組合等による施業の受委託を促進し、当該所
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有者に対する普及・啓蒙活動を強化し、適正な森林施業の確保に努め

るものとします。  

特に林業適地における主伐・再造林については、循環型林業経営な

ど長期にわたる適正な林業経営を担保するためにも、森林組合等の林

業事業体による森林所有者との長期一括契約（ふくい型林業経営モデ

ル）による林業経営を進めます。  

②  森林施業の共同化に関する地域の合意形成の促進等  

計画的・効率的に森林の整備や木材の生産を行うため、集落を単位

とし組織化を図るものとします。特に集落が中心となって、森林組合

等の林業事業体と連携して地域の森林整備（間伐・主伐）を進めるコ

ミュニティ林業については、木材生産を進める組織「地域木材生産組

合」については、県や市町、森林組合等の林業事業体が協力して、合

意形成を進めます。  

③  森林施業共同化の指導体制の強化  

森林施業共同化の促進に資するため、県（ 林業普及指導員） 、 市

町、森林組合等が連携し森林所有者に対する指導活動を強化するもの

とします。  

④ 境界の整備など森林管理の適正化 

間伐等の適切な整備および保全を推進するための条件整備として、航空レ

ーザ計測等の ICT 技術を活用した森林境界明確化を推進するなど森林管理の

適正化を図るものとします。 

（２）森林経営管理制度の活用に関する事項 

① 森林の経営管理を森林所有者が自ら実行できない場合には、市が経営管理

の委託を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営

者に再委託するとともに、再委託できない森林および再委託に至るまでの間

の森林については市が自ら経営管理を実施する森林経営管理制度の活用を促

進するものとします。 

② 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林や植栽

によらなければ適確な更新が困難な森林として本計画に定められ、木材生産

や植栽の実施が特に社会的に要請される森林について、経営管理意向調査、

森林現況調査、経営管理権集積計画の作成等を優先させます。 

 

６ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

（１）路網の整備に関する事項 

① 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準および作業システムに

関する事項 
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林道等路網については、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林

施業用の車両の走行を想定する「森林作業道」からなるものとします。その開

設については、森林の整備および保全、木材の生産および流通を効果的かつ効

率的に実施するため、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応

じて、環境負荷の低減に配慮しつつ推進します。 

なお、林道等の開設に当たっては、山ぎわなどの将来にわたり育成単層林と

して維持する森林などを主体に効率的な森林施業や森林の大量輸送などへの対

応の視点を踏まえて推進していくこととします。 

〇路線の選定および施工 

路線の選定に当たっては、風致の維持および文化財の保護等に十分考慮し

た選定を行うものとします。 

また、渓流沿いの林道においては、渓流の洪水水位高を考慮した線形を選

定するとともに、渓流等の横断箇所における土砂や流木等の流出による暗渠

等の閉塞を回避するための土砂止工等を積極的に採用し、災害に強い路網整

備を進めます。 

〇自然環境への配慮 

路網の施工に当たっては、現地地形に即した線形を採用し切土盛土法面の

縮小に努めるとともに、緑化が必要な場合は在来種を適用するものとします。

また、間伐材等の利用促進を図るため、丸太伏工等の木製構造物を積極的に

取り入れるなど環境に配慮した工法を採用していきます。 

次表を目安として林道（林業専用道含む）および森林作業道を適切に組み

合わせて開設するものとします。 

〔地形傾斜に応じた作業システムおよび路網密度〕 

区分 作業システム 
路網密度 （m/ha) 

基幹路網 細部路網 合計 

緩傾斜地 

(0°～15°) 

車両系 

作業システム 30～40 65以上 110以上 

中傾斜地 

(15°～30°) 

車両系 

作業システム 23～34 50以上 85以上 

架線系 

作業システム 23～34 ―  25以上 

急傾斜地 

(30°～35°) 

車両系 

作業システム 16～26 45以上  60〈50〉以上 

架線系 

作業システム 16～26 ―  20〈15〉以上 

急峻地 

(35°～) 

架線系 

作業システム 5～15  ―   5以上 

注）「急傾斜地」の〈  〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など

育成複層林へ誘導する森林における路網密度  
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さらに、路網整備水準と作業システムの考え方を踏まえ、計画期間内に基

幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）

を設定します。 

 

 

 

② 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

路網等の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区

域）を設定し図示します。 

 

③ 作業路網の整備および維持運営に関する事項 

〇基幹路網に関する事項 

（ア）基幹路網の作設に係る留意点 

安全の確保、土壌の保全等、適切な規格・構造の路網整備を図ることとし、

路網の規格・構造についての基本的な考え方としては、「林道規程」、「林

業専用道作設指針」、「福井県林業専用道作設指針」に則り開設します。 

（イ）基幹路網の整備計画 

本市に関する基幹路網について、地域森林計画に記載されている林道を含

む基幹路網の開設・拡張に関する計画について、次の表に定めるところによ

り図示します。
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開設 /

拡張  
種類  位置  路線名  

延長  

(ｍ ) 

利用区

域面積  

前半 5

年の

計画

箇所 

対

図  

番

号  

備

考  

開設         

         

開設計   0 路線      

拡張 (改良) 上河内町 上河内尾花線 3,300ｍ 125ha  ①  

拡張 (改良) 上河内町 荒谷線 7ｍ 115ha 〇 ②  

拡張 (改良) 西袋町 城山線 1,714ｍ 44ha  ③  

拡張 (改良) 別司町 別司線 200ｍ 28ha  ④  

拡張 (改良) 尾花町 尾花 2 号線 200ｍ 22ha  ⑤  

拡張 (改良) 金谷町 砥山線 150ｍ 68ha  ⑥  

拡張 (改良) 尾花町 尾花線 5ｍ 56ha  ⑦  

拡張 (改良) 上戸口町 三ツ峰線 5ｍ 108ha 〇 ⑧  

計   8 路線 5581ｍ 566ha    

開設 /

拡張  
種類  位置  路線名  

延長  

(ｍ ) 

利用区

域面積  

前半

5 年

の計

画箇

所  

対

図  

番

号  

備

考  

拡張 (舗装) 上河内町 荒谷線 1,400ｍ 109ha  ①  

拡張 (舗装) 尾花町 尾花 2 号線 200ｍ 22ha  ②  

拡張 (舗装) 上河内町 上河内尾花線 610ｍ 125ha  ③  

拡張 (舗装) 沢町 沢線 1,500ｍ 57ha  ④  

拡張 (舗装) 西袋町 城山線 1,714ｍ 44ha  ⑤  

拡張 (舗装) 上戸口町 三ツ峰線 2,145ｍ 108ha  ⑥  

拡張 (舗装) 上戸口町 上戸口線 680ｍ 16ha  ⑦  

拡張 (舗装) 別司町 巳ノ松線 665ｍ 24ha  ⑧  

拡張 (舗装) 上河内町 上河内間地線 400ｍ 57ha  ⑨  

計   9 路線 9,314m 562ha    
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④ 細部路網の整備に関する事項 

・細部路網の作設に係る留意点 

安全の確保、土壌の保全等、適切な規格・構造の路網整備を図ることとし、

路網の規格・構造についての基本的な考え方としては、「森林作業道作設指

針」「福井県森林作業道作設指針」に則り開設します。 

⑤ 基幹路網の維持管理に関する事項 

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年３月 29 日付け 13 林整第 885

号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成８年５月 16 日８林野

基第 158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切

に管理します。 

 

７ その他森林整備の方法に関し必要な事項 

（１）競争力のある林業事業体を育成  

①  ICT 技術の導入や保有機械の改良、設備強化等により作業効率化や

生産拡大を促進します。  

②若者や女性等多様な人材が活躍できる就労環境を整備  

就業環境改善に必要な設備や安全装備の支援等により、従事者が安

心して働ける環境を整備するとともに、労務の流動化により通年雇用

を確保します。また、外国人材の適正な受け入れ等については、必要

な情報を収集し、関係団体と共有を図ります。  

③技術力のある人材を育成  

施業集約化の核となる森林施業プランナーおよび低コスト生産を行

う林業従事者を育成するとともに、主伐の施業手法や ICT 技術など生

産拡大や効率化につながる技術向上研修および林業事業体同士での技

術交流を推進します。  

④地域に根差した経営意欲の高い自伐林家を育成  

自伐林家（自伐型林業含む）が行う森林整備に必要な技術・知識の

習得や労働安全に関する研修会および木材利用や特用林産物の生産な

ど森林資源の利活用等を通じて森林ビジネスの展開を促進し、山村地

域の活性化を推進します。  

 (２ )作 業 シ ス テ ム の 高 度 化 に 資 す る 林 業 機 械 の 導 入 の 促 進 に 関

す る 方 針  

・高性能林業機械の導入促進  

林業生産性の向上および労働強度の軽減を図るため、地域に適した

高性能林業機械を利用した機械作業システムの導入を推進します。  
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このため、林業事業体への機械作業の普及啓発、林業機械オペレー

ターの養成、機械の共同利用化等機械作業システム化を推進する体制

を整備するとともに、機械作業に必要な路網等の施設の整備に努める

ものとします。  

また、民間企業等と連携し、作業システムの構築などを進めるもの

とします。  

 

(３ )林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針  

本市の森林所有形態は、小規模分散型であるため、流通・加工コストの低減

が重要な課題です。このため、間伐を中心に伐採の計画的実行によりロットの

確保を図るとともに、間伐材の確保に努めます。 

また、林地残材等の有効利用や木質バイオマスの地域内利用を図る

ため、木質バイオマスボイラー等の導入による熱利用を推進します。

加えて、森林資源を有効に活用し、適切な森林管理につなげるため、

福井県木材トレーサビリティ認証制度を活用するなど、合法伐採木材

の流通促進を図るとともに、製材工場との連携等により木材加工流通

体制の強化を通じて県産材の利用拡大を推進するものとします。  

 

（４）その他必要な事項 

①針広混交林化に関する事項 

〇針広混交林化に関する基本的事項 

奥山の水源地域等の環境林において、公益的機能の発揮のための継続的な

育成管理が必要なスギ等針葉樹については、天然力を活用した広葉樹の導入

等により針広混交林に誘導していきます。 

〇針広混交林化の方法 

針広混交林化に当たっては、針葉樹一斉林を列状、帯状（横列）、群状（モ

ザイク状）に伐採し、天然更新を主体とした広葉樹の導入育成を図ります。 

なお、急傾斜で伐採によりなだれが発生するおそれがある箇所については、

帯状（横列）、群状（モザイク状）伐採を基本とします。また、広葉樹の導

入に当たっては更新が確実に図られるように、次の事項に留意していきます。 

ア）事前予測 

伐採前に広葉樹の稚樹が侵入しているか、埋土種子があるか、周辺に

広葉樹の母樹が存在するかを確認し更新が可能か判断します。 

イ）更新補助作業 

必要に応じ、造林技術基準で定める地表搔き起こしを行います。 

ウ）更新完了基準 
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伐採後５年以内に福井県天然更新完了基準に基づく更新状況の確認を

行い、更新が完了していない場合は、植栽または追加的な更新補助作業

を実施し、確実な更新を図ります。 

 

【列状間伐による針広混交林化のイメージ】 

 

 

【群状（モザイク状）伐採によるイメージ】 

 

 

【帯状伐採によるイメージ】 

 

 

 

② 林業や木材産業での就業機会の創出や生活環境の整備により、山村

における定住を促進するとともに、レクリエーションや環境教育等の

場としての森林空間の総合的な利用の推進により、都市と山村の交流

を促進します。また、自伐林家や地域住民、NPO 等の多様な主体によ

る森林資源の利活用等を推進します。  
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第４ 森林の保護に関する事項 

１ 鳥獣害の防止に関する事項 

２ 森林病害虫の駆除および予防、火災の予防その他森林

の保護に関する事項 
 

１ 鳥獣害の防止に関する事項 

（１）鳥獣害防止森林区域および当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

野生鳥獣による森林の被害状況等に応じ、当該鳥獣害を防止するための措

置を実施すべき森林の区域および当該区域内における鳥獣害の防止の方法に

ついて、地域森林計画で定める鳥獣害の防止に関する事項を踏まえ、次の①

および②のとおり定めます。 

①区域の設定 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成２８年１０月

２０日付け 28 林整研第 180 号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカ等の対

象鳥獣の別に、当該対象鳥獣により被害を受けている森林および被害が生ず

るおそれのある森林等について、その被害の状況や当該対象鳥獣の生息状況

を把握できる全国共通のデータや県の調査および市が独自に把握している情

報等に基づき、林班を単位として鳥獣害防止森林区域を定めます。 

②鳥獣害の防止の方法 

鳥獣害の防止の方法について、対象鳥獣の別に、当該対象鳥獣による被害

の防止に効果を有すると考えられる方法により、次のアまたはイに掲げる鳥

獣害防止対策を地域の実情や森林の被害状況に応じ単独でまたは組み合わせ

て実施するものとします。対象鳥獣をニホンジカとする場合にあっては、そ

の被害対策は特に人工植栽が予定されている森林を中心に推進するものとし

ます。 

なお、アに掲げる防護柵については改良等を行いながら被害防止効果の発

揮を図るよう努めるとともに、鳥獣害防止対策の実施に当たっては、鳥獣保

護管理施策や農業被害対策等と連携・調整を図ることとします。 

ア 植栽木の保護措置 

防護柵の設置または維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設

置、現地調査等による森林のモニタリングの実施等 

イ 捕獲 

わな捕獲（くくりわな、箱わな等）の実施 

 



  
38 

 

  

対象鳥獣の種類 森林の区域（林班） 面積 

ニホンジカ 001～007、010～024、026～028、030、

031、038～053、056～065 

2346.25ha 

（２）その他必要な事項 

鳥獣害防止森林区域内（ニホンジカ）において、人工植栽が計画されている

場合は、被害の防止の方法の実施状況について、森林法第 10 条の 8 第 2 項に基

づく伐採および伐採後の造林の届出や森林所有者等への聞き取り調査または現

地調査等により確認します（森林経営計画認定森林においては、森林経営計画

の認定件者が確認する。）。 

鳥獣害の防止については、被害対策、個体数管理、生息地対策を総合的に推

進します。具体的には、人工林における剥皮被害等の予防や間伐等の森林管理

と防除策設置を兼ねた管理道の設置、奥山における針広混交林化を進めること

とします。 

なお、被害の防止の方法が実施されていない場合には、森林所有者等に対し

助言・指導等を通じて被害の防止を図ることとします。 

 

２ 森林病害虫の駆除および予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項 

（１）森林病害虫等の駆除および予防の方針および方法 

森林病害虫被害の防止については、被害の実態を適確に把握し、被害の終

息に向けた適切な措置を講ずることとします。 

① 松くい虫被害対策 

森林病害虫等防除法に基づく保全すべき松林等において、予防・駆除対策、

森林整備を総合的に実施し、松くい虫被害地については、福井県が開発した

抵抗性アカマツや抵抗性クロマツを活用し、松くい虫被害地の復旧を進める

こととします。 

〔対策対象松林と防除手法〕 

 松林区分 防除手法 備考 

保

全

松

林 

高度公益 

機能森林 

地上散布・樹幹注入等の予防対策と

伐倒駆除等の駆除対策を効果的に実

施し､重点的に防除する。 

 

 

地区保全 

森林 

高度公益機能森林に準じて防除を実施

する。 

② ナラ枯れ被害対策 

森林病害虫等防除法に基づき、自然景観と一体化した地域・施設周辺など

を中心に、予防・駆除対策を講ずることとします。 
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（２）森林病害虫に関する情報連携 

森林病害虫による被害の未然防止、早期発見および早期駆除に向け、森林

所有者へ森林病害虫に関する情報提供等を行うとともに、県・森林組合等と

連携し、適確な被害状況の把握に努め、森林病害虫防除の円滑な実行を確保

するものとします。 

（３）林野火災の予防の方法 

近年、森林レクリエーションや山菜採取等で森林への入り込み者が増加し

ており、それに伴って山火事の危険性が増大しています。そこで山火事防止

意識の普及啓蒙のため、標識類の設置やマスコミを通じた広報活動等および

関係機関との連携を積極的に推進するものとします。 

（４）森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

鯖江市の森林または森林の周囲 1 ㎞の範囲にある土地における火入れに関

し、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 21 条の許可の手続により適正に実施

します。 

（５）その他必要な事項 

次に掲げる森林は、病虫害の被害を受けており、今後の成長が期待されず、

被害の拡大も予想されるため、早期に伐採を行なうものとします。 

〔病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分〕 

森 林 の 区 域 備 考 

（鯖江市） 
林班027～林班028 

林班033～林班045 

林班063～林班064 

病虫害の各被害に応じ

た伐採方法、更新方法

などを行うこと 
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第５ 森林の保健機能の増進に関する事項 

１ 保健機能森林の区域 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐

採その他の施業の方法に関する事項 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に

関する事項 

４ その他必要な事項 
 

１ 保健機能森林の区域 
保健機能森林は、森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業

および公衆の利用に供する施設の整備の一体的な推進により、森林の保健機能の

増進を図るべき森林です。 

森林資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動向を勘案して、森林

の保健機能の増進を図ることが適当と認められる場合について、保健機能森林の

整備に関する事項を定めるものとします。 

保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森

林等、保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、その森林の存

する地域の実情、その森林の利用者の動向から見て、森林の保健機能の増進を図

るため整備することが適当であり、かつ、その森林施業の担い手が存在するとと

もに、森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設定します。 

 

〔保健機能森林の区域〕 

森 林 の 所 在 森林の林種別面積（ha） 

位 置 林 小 班 合計 人工林 天然林 
無立木

地 
竹林 その他 備 考 

鯖 江 

西 部 

 

１林班 

ha 

 29.18 

   ha 

13.66 

ha 

 12.05 

ha 

0.65 

ha 

2.82 

ha 

― 

 ラ ポ

－ ゼ

周 辺 

５５林

班 
104.7 90.92 13.75 0.03 ― ― 

鯖 江 

中 部 

６５林

班 
36.13 18.79 16.79 ― 0.55 ―  

合 計 
170.0

1 
123.37 42.59 0.68 3.37 ―  
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２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法

に関する事項 

保健機能森林の施業については、自然環境の保全および森林の有する諸機能の

保全に配慮して、択伐施業、特定広葉樹の育成施業等の皆伐以外の方法を原則と

し、優れた風致、景観の維持、裸地化の回避による森林の有する公益的機能の維

持増進を図っていきます。 

〔造林、保育、伐採その他の施業の方法〕 

施 業 の 区

分 
施業の方法 

造 林 
伐採後は、速やかに植栽または更新作業を行なうことと

し、２年以内に更新を完了するものとします。 

植 栽 
植栽は、出来るだけ多様な樹種構成となるよう配慮する

ものとします。 

伐 採 択伐を原則とします。 

保 育 
景観の向上に資するよう必要に応じてササの刈り払い

を行なうものとします。 

 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

施設の整備については、当該保健機能森林の状況や利用の見通し、周辺地域の

既存の施設との連携、調和の観点から整備を行うものとします。 

（１）森林保健施設の整備 

〔森林保健施設の整備〕 

施設の整備 

① 整備することが望ましい施設 

・管理施設、キャンプ場、防火施設、林間広場、林道、作業

道、遊歩道およびこれに類する施設 

② 留意事項 

・自然環境の保全、国土の保全に留意し、適切な利用者数の

見込みに応じた規模とするとともに、切土、盛土を最小限と

する配置をすること。 

・遊歩道は、利用者が多様な林相に接することができるよう

配置するとともに、快適な利用がなされるよう、定期的に刈

り払い等のメンテナンスを行なうこと。 
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（２）立木の期待平均樹高 

〔立木の期待平均樹高〕 

樹 種 期待平均樹高（ｍ） 備 考 

スギ ２０  

ヒノキ １８  

マツ １８  

ケヤキ・クヌギ  ８  

その他広葉樹  ８  

 

４  その他必要な事項 

保健機能森林の管理・運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林

の保全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の

意向等を踏まえて、森林および施設の適切な管理、防火体制、防火施設の整備な

らびに利用者の安全、交通の安全・円滑の確保に留意します。 
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第６ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

２ 生活環境の整備に関する事項 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

６ その他必要な事項 
 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

（１）路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採および木

材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域 

森林法施行規則第 33 条第 1 号ロの規定に基づく区域について、次の通り定め

るものとします。 

区域 大字 面積 林班数
7：ウルシハラ 1 1
9：イシヨウダニ 2 3 4 3
8：ワダ 5 6 2
17：ニシオオイ 7 1
12：ヨネオカ 9 1
13：ヨシエ 10 1
14：ニシバン 8 1
32：カワシマ 60 1
10：ナカノ 61 62 2
11：シモシンジョウ 63 64 2
3：チョウセンジ 65 1
2：コグロチョウ 66 1

合計 641.1 17
24：ヨシタニ 11 1
23：シホウタニ 12 1
22：ナオイ 13 1
21：ダイショウジ 14 1
20：オオノ 15 1
19：ベッショ 16 17 18 3
18：オツサカコンボク 19 1
31：イソベ 20 1
26：トノクチ 29 1
27：ナカトノクチ 21 28 2
28：カミトノクチ 22 23 24 25 26 27 6

合計 904.2 19
33：ベッシ 30 59 2
34：カワダ 31 1
45：ニシブクロ 32 33 34 35 4
37：カナダニ 36 37 38 39 4
40：ジチュウ 40 41 2
41：オバナ 42 43 44 45 46 5
43：サワ 47 56 2
44：カミコウチ 48 49 50 51 52 53 54 55 8
39：ヒガシシミズチョウ 57 1
36：アソウダ 58 1

合計 1588 30

石生谷

上戸口

上河内

林班
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（２）その他 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画すべ

き旨を定めるものとします。 

〇森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画する

ものとします。 

（ア）第３の２の（３）の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林にお

ける主伐後の植栽 

（イ）第３の４の（１）公益的機能別施業森林の施業方法 

（ウ）第３の５の（３）の委託を受けて行う森林の施業または経営の実施、

森林施業の共同化の促進に関する事項 

（エ）第４の森林病害虫の駆除または予防その他森林の保護に関する事項 

 

２ 生活環境の整備に関する事項 

該当なし 

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

地場産業である越前漆器や河和田杉を活用して、特用林産物であるウルシの

身近な生活用品や、伝統工芸士の手仕事の技、本物の木のよさに触れる工房体

験など産業観光とのコラボレーションを企画して、鯖江独自の木育活動を根ざ

していきます。 

 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

    該当なし 

 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１）地域住民参加による取り組みに関する事項 

山際集落では、鳥獣被害対策のための緩衝帯や電気柵が整備されており、集

落ぐるみの活動が展開されているため、引き続き山ぎわの管理歩道の整備、緩

衝帯の維持管理などを、地縁団体の地道な活動に市民活動団体の参加をマッチ

ングすることにより、持続的で継続的な森林資源の活用と山際空間の利用のプ

ログラムづくりをすすめて行きます。 

河和田地区の薄墨桜、桃源清水、三場坂清水、ラポーゼかわだ木遊館にかけ

ては、回遊性の林道が整備されており、森林整備も進んでいることから、グリ

ーンツーリズムとしての森林利用をすすめていきます。 
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このほか、越前カンタケの学校での栽培や、家庭での栽培普及をし、森林資

源を身近に感じられるような市民参加の機会を作ります。 

（２）上下流連携による取り組みに関する事項 

市内に唯一源流を持つ河和田川の上流において、桃源清水が整備されており、

森林の多面的機能を学習する上で絶好のロケーションとなっています。流域住

民が森づくりに参加できるようなプログラムづくりをすすめます。また、水道

水の水源地である南越前町広野ダム周辺の森林について感心を深めてもらえる

よう、日野川流域のネットワークに参加をすすめて行きます。 

 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項  

森林所有者への意向調査等の結果を踏まえ、森林所有者自らが経営管理を実

行することができない森林について、市が自ら実施する経営管理事業の活用を

検討する。 

 

７ その他必要な事項 

（１）森林の土地売買の監視に関する事項 

森林を売買する場合、農地のような売買規制がなく自由な売買が可能とな

っています。 

一方、森林については無秩序な開発等を防止するため、森林法のもとで、

伐採規制や開発規制等が施されているが、森林を適切に管理する意志のない

者が森林を所有した場合、無許可や無届の伐採、産業廃棄物不法投棄、地下

水等の過剰取水など様々な問題が生じるおそれがあります。 

このため、特に生活用水を供給する井戸などの公共用水源上流の森林につ

いては、山林売買を事前に把握して、不適切な利用を抑止するなど監視の強

化を図るものとします。 

（２）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

土石の切り取り、盛土等土地の形質の変更に当たっては、森林の保全に十

分留意するとともに、必要に応じて法面緑化工、土留工、排水施設等土砂の

崩壊、流出防止の施設を設けるなど、適切な保全措置を講ずるものとします。 

加えて、宅地造成および特定盛土等規制法に基づく規制区域内で盛土等を

行う際には、技術的基準を順守させるなど、災害の未然防止に努めるものと

します。 

（３）保安林その他制限林に関する事項 

保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては、

当該制限に従って、施業を実施するものとします。 
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